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〇松本真人委員（健康保険組合連合会理事） 

 はい。各団体からのご説明、どうもありがとうございました。Thank you for your 

presentation and your comments. 

  

 まず、「費－１」のですね、共同意見の一番先頭にあるんですけども、「費用対効

果評価を価格設定や保険償還の可否判断に使用している他の国では、革新的な医薬

品への患者さんのアクセスする機会が大幅に低下している」と断定されております

けども。 

  

  

  

 いかにも、なんか、費用対効果制度評価（ママ）がですね、アクセスに関するも

のの主要因であるかのようにミスリードいたしますので、各国で当然、医療に関す

る保険の制度であるとか負担方法、違いますので、 

  

 そういうことを踏まえた上でっていうことじゃないとですね、いかにもこれ、思

慮はないということはちょっと、ご指摘させていただきたいというふうに思います。 

 

 それでは、次のほうに行きたいと思います。 
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 基本的にですね、発表の内容につきましては、業界からのご意見として承ります

けども、われわれ健保連といたしましては、これまでの費用対効果評価の実績から

ですね、追加的な有用性と費用のバランスをどのように考えるかということにつき

ましては、一定の知見が蓄積されてきたものと認識しております。 

 

 その意味ではですね、まだ「客観的な検証」が足りないという業界の認識とは、

かなり乖離があるように感じております。 

 

 

 

 また、再三引用されております骨太の方針のほうにもですね、「更なる活用に向け」

という枕詞が付いておりますことを改めてご指摘したいというふうに思います。 

 

 それとですね、業界からのご説明の中では、薬価制度を補完する位置づけにある

のだから価格調整の範囲は加算部分にとどまるべきということでございますけど

も、保険者としてはですね、皆さんもご承知のとおり、薬価というのはベーシック

な部分にプラスの加算がされているという構造になっております。 

 

 そのベーシック部分も含めました薬価の妥当性を費用対効果という視点でです

ね、評価するということは極めて重要だというふうに考えております。 
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 究極的には、保険償還の可否の判断に用いるということも考える余地があるとは

思いますけども、まずは、より広い範囲で価格調整することが保険償還の納得性に

つながるということは改めて指摘させていただきます。 

 

 もう１点。われわれの納得性を高めるという観点でですね、そちらはですね、 

「費－２」のＰの 10ページですかね。 

  

 

  

 診療ガイドラインへの活用をですね、具体的に検討していただくことについてで

すね、皆さま方にご理解をいただいたことは感謝申し上げたいというふうに思いま

す。 

 

 これにつきましては、医療機器のほうでも言及されておりますのでですね、ぜひ、

これについては今後検討していきたいというテーマだと思っております。 

  

 次にですね、医療機器についてでございますけども、先ほど、ほかの委員からも

ありましたけども、特有の事情としてＲＣＴを実施しにくいということは理解いた

しますけども、 
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 そのことをもってですね、３ページにあるように直ちに「費用対効果評価の対象

外とする」という主張はですね、これはなかなか受け入れがたいと申しざるを得ま

せん。 

 

 ＲＣＴができないのであればですね、ほかにどういった代替手段があるのか。 

 

 次のページ以降に、一部入っておりますけども、 
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 これについてはですね、ぜひ前向きな形での提案を今後もお願いをしたいという

ことを最後に述べたいと思います。私からは以上でございます。 

 

〇城山英明部会長代理（東京大学大学院法学政治学研究科教授） 

 はい。ご質問というか、ご意見という理解でよろしいでしょうかね。はい。あり

がとうございます。ほか、いかがでしょうか。 

 

 よろしいでしょうか。はい。そうしましたらですね、予定の時間も過ぎておりま

すので、関係団体からの意見聴取についてはここまでとさせていただきます。 

 

 本日の議題は以上であります。次回の日程につきましては、追って事務局より連

絡いたしますので、よろしくお願いします。 

 

 それでは、本日の費用対効果評価専門部会はこれにて閉会といたします。どうも

ありがとうございました。 

 

〇厚労省担当者 

 事務局でございます。続きまして、準備が整い次第、保険医療材料専門部会を始

めさせていただきますので、関係委員の皆さまは席のご移動やオンライン出席の方

はカメラをオンにしていただくなどのご準備をお願いいたします。 

 

 

 （約５分後に保険医療材料専門部会へ） 

 

 

 

 

 


